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仕 様 書 

 

１ 件 名    

内視鏡システム等一式売却  

 

２ 装置詳細  

設計書「事業費総括表」のとおり  

 

３ 引渡し場所  

中東遠総合医療センター（掛川市菖蒲ヶ池１番地の１）  

 

４ 引渡し期間等  

契約日から令和７年７月 31 日まで  

なお、引渡し日時は、土・日・祝日を除く日の午前９時から正午又は午後１時か 

ら午後５時までの間で、落札者と企業団で調整の上決定するものとする。  

 

５ 契約金額の支払い  

引渡し後、企業団の発行する請求書により本件契約金を引渡し日より 30 日以内に 

企業団が指定する銀行口座へ振込にて支払うこと。なお、振込手数料は落札者の負

担とする。 

 

６ 注意事項  

⑴ 装置には、経年や使用による汚れ、傷、へこみ、色あせ、ひび割れ等に留意す 

ること。また、正常動作しない装置があり得ることを考慮すること。  

⑵ 装置は現状有姿での引渡しとなるため、落札者は必要に応じて企業団職員立会 

いのもと、装置の状態について現物を確認し、当該装置の状態について疑義が 

生じないようにすること。なお、現物確認日時については、管理課物品係担当 

者と調整すること。  

⑶ 企業団は売却装置について契約不適合責任を負わない。また、引渡し後に隠れ 

た契約不適合を発見しても企業団は一切の責任を負わない。  

⑷ 引渡した装置は、いかなる理由があっても返品はできない。  

⑸ 引渡しおよび運搬に係る費用は、落札者の負担とする。  

⑹ 落札者は、装置引渡し時に受領書を管理課物品係担当者へ提出すること。 

⑺ その他本仕様書に定めの無い事項について疑義が生じた場合は、企業団と落札 

者において別途協議を行った上、決定するものとする。 


